
運輸安全マネジメントの取り組みについて
中国ピアノ運送株式会社
2011年4月30日改訂 5.輸送の安全に関する重点施策

中国ピアノ運送㈱は、輸送の安全を確保するために、 ① 輸送の安全に関する法令を遵守し、輸送の安全を確保する
以下の通り社員一丸となって取り組んでまいります。 ② 運行管理者に対し、指導・監督を目的とした研修施設にて人材育成をする

③ 輸送の安全に関する内部監査を計画的に実施し、必要な改善対策をとる
1.弊社の輸送の安全に対する基本方針 ④ 貨物自動車運送事業安全性評価事業（Gマーク）の申請をする

① 全従業員に対し、輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底させ、その実現のため、 6.運送の安全に関する計画
役員をはじめ事業所責任者が主導的な役割を果たし、全従業員が一丸となって取り組み、
安全性の向上を図る ① 繁忙期前の自動車輸送安全総点検の実施（２月）

② 輸送の安全に関する取り組み状況等の情報について、積極的に公表する ② 健康診断、適性診断の受診（２月）
③ 安全に対する基本的な方針、及びそれに基づく目標・計画を従業員に周知徹底する ③ 春の交通安全運動の実施（平成２３年５月１１日～２０日）
④ プロドライバーとして自覚を高め、悪質違反（酒酔運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物使用運転、 ④ 秋の交通安全運動の実施（平成２３年９月２１日～３０日）

無免許運転、無資格運転、過積載運行、最高速度違反、救護義務違反）を絶対させない
7.事故、災害等に関する報告連絡体制

2.輸送の安全に関する目標
③ 運行管理者に連絡

① 交通事故の減少目標（2010年度） ④ レッカー、代車、
1 重大事故（自動車事故報告規則第2条に規定する事故）　0件 ①人命最優先 ドライバー等の手配
それ以外の人身事故　0件 救急車の手配 ⑤　お客様（荷主）対応

2 物損事故　0件 救護処置
⑥対応指示所属拠点

② 輸送の安全に関する投資 管理責任者に報告
安全運転管理者研修、ドライバー研修　　 ②警察に通報 ⑦報告

3.事故に関する統計（自動車事故報告規則第2条に規定する事故） 重大事故発生時 総務部

事故類型 転覆 転落 火災 踏切 死傷 危険物 疾病 車両事故 その他 合計件数 ⑧報告

発生件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
⑨報告

8.輸送の安全に関する教育及び研修の計画

① 本社安全管理者並びに営業所長
1年に１度全社合同会議を開催し、事故の現状や事故対策について意見交換を行い情報を
共有し、輸送の安全向上に努める

② 配送チーフ並びに配送スタッフ
隔月に会議を行い、運行管理状況・事故対策について意見交換を行い
情報を共有し、運送の安全向上に努める

③ 運行管理者は、2年毎の法令に基づく講習を受講する
④ 全運転手に独立行政法人自動車事故対策機構の一般講習を受講させる
⑤ 運行管理者は運転手に対し、年間教育計画により教育（国土交通省告示1366号に基づく）を

実施する

9.輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容

本年度より、運行管理業務が適切に執行されているか内部監査を計画的に実施し、
結果及びそれを踏まえた措置内容を公表します

※ 各支店営業所の安全管理者は拠点長とする
※ 各支店営業所の指揮命令系統が最後まで到達したら、配送

スタッフより拠点長へ報告し、各拠点長より報告された内容を
車両管理責任者が情報収集し、総括安全管理者へ報告し、
総括安全管理者より代表取締役に報告する。
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